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新 旧 

約款・規定集 

 

 

証券取引約款 

 

（第 1条～第 45条 省略） 

 

第 46条（免責事項） 

１. 当社は、次の各号に定める事由により生じるお客様の損害及び損失

については、当社はその責を負わないものとします。ただし、当社に故意

又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。 

（(1)～(4) 省略） 

(5)お客様が日本国外からの通信を行った場合であって、本取引システム

が正常に作動しなかったこと、又は当社の判断により特定の国からの通

信並びにクラウドサービス、VPN（仮想専用線）サービス又は VPS（仮想

専用サーバ）サービス等を利用した通信を遮断したことによりお客様に

生じた損害及び損失 

（以下、省略） 

 

（第 47条～第 55条 省略） 

 

以上 

令和７年 11月 1日 改訂 

 

約款・規定集 

 

 

証券取引約款 

 

（第 1条～第 45条 省略） 

 

第 46条（免責事項） 

１. 当社は、次の各号に定める事由により生じるお客様の損害及び損失

については、当社はその責を負わないものとします。ただし、当社に故意

又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。 

（(1)～(4) 省略） 

(5)お客様が日本国外から通信を行った場合であって、本取引システムが

正常に作動しなかったこと、又は当社の判断により特定の国からの通信

を遮断したことによりお客様に生じた損害及び損失 

 

 

（以下、省略） 

 

（第 47条～第 55条 省略） 

 

以上 
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外国証券取引アカウント約款 

 

（第 1条～第 44条 省略） 

 

第 45条（免責事項）  

１. 当社は、次の各号に定める事由により生じるお客様の損害につい

ては、当社はその責を負わないものとします。ただし、当社に故意又は

重大な過失がある場合はこの限りではありません。 

（(1)～(15) 省略） 

(16)お客様が日本国外からの通信を行った場合であって、本取引システ

ムが正常に作動しなかったこと、又は当社の判断により特定の国からの

通信並びにクラウドサービス、VPN（仮想専用線）サービス又は VPS

（仮想専用サーバ）サービス等を利用した通信を遮断したことによりお

客様に生じた損害及び損失 

(17)その他、当社の責めに帰すことのできない事由の発生により、お客

様が被った損害及び損失 

 

（第 46条～第 48条 省略） 

以上 

令和７年 11月 1日 改訂 

      

外国証券取引アカウント約款 

 

（第 1条～第 44条 省略） 

                           

第 45条（免責事項）  

１. 当社は、次の各号に定める事由により生じるお客様の損害につい

ては、当社はその責を負わないものとします。ただし、当社に故意又は

重大な過失がある場合はこの限りではありません。 

（(1)～(15) 省略） 

（新設） 

 

 

 

 

(16)その他、当社の責めに帰すことのできない事由の発生により、お客

様が被った損害及び損失 

 

（第 46条～第 48条 省略） 

以上 

 


